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特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明 

 

 自由民主党は、本年２月７日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急

党声明」を発出した。同声明では、政府に対し、同党北朝鮮による拉致問題対策

本部が昨年６月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」１３項目の制裁強化策

を速やかに実施するよう求め、その第７項においては、朝鮮学校に対する補助金

の交付について、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益

性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」とされている。 

 しかし、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日本政府が厳しい外交的態度

をとることが必要であるとしても、外交問題を理由として各種学校のうちのも

っぱら朝鮮学校のみを対象として補助金を停止するように指導することは、朝

鮮学校の生徒らに対する重大な人権侵害であり、生徒らへの不当な差別を助長

するものである。 

 すなわち、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと異なる

不利益な取扱いを受けることは、初・中・高等教育や民族教育を受ける権利にか

かわる法の下の平等（憲法第１４条）に反するおそれが高く、一人ひとりの子ど

もが、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、

実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権（憲法第２６条第１

項、第１３条）を侵害する結果となる。 

 また、外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止するように指導する

ことは、教育基本法第４条第１項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地

位又は門地によって、教育上差別されない」との規定に反するのみならず、我が

国が批准する国際人権（自由権・社会権）規約、人種差別撤廃条約及び子どもの

権利条約が禁止する差別に当たる。 

 既に一部の地方公共団体において行われている朝鮮学校に対する補助金の凍

結もしくは継続的な縮減については、２０１４年（平成２６年）８月２９日に公

表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、懸念が述べられ

ている。 

 そして、自由民主党の声明の発出に伴う朝鮮学校への差別的取扱いの機運は、

各地方公共団体へも重大な影響を与えており、３月４日には、名古屋市が、朝鮮

学校の補助金について、新年度から一部か全額の支給を取りやめることを決定

したと報じられている。 

当会は、特定の学校に通う子どもたちに対する差別的な人権侵害が行われる

ことを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することがで

きるよう、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の全面

停止を地方公共団体に指導・助言しないことを求め、また、地方公共団体に対し
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ては、各種学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利、教育基本法の

趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めるものである。 

 

２０１６年（平成２８年）３月１４日 

大阪弁護士会       

会長 松 葉 知 幸  


